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厚生労働省 安全衛生部安全課・労働衛生課

介護施設で増加する腰痛・転倒災害（労
働災害）の防止対策について
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介護施設で増加する腰痛・転倒災害（労働災害）について

介護施設等の労働災害の現状
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死傷者数の推移（社会福祉施設）

60歳以上 50歳代 50歳未満

労働者数
（万人）

転倒
による
骨折等
4,475件
（35.0％）

腰痛等
4,379件
（34.3％）

その他
4,379件
（30.7％）

事故の型別死傷者数
（Ｒ４：社会福祉施設）

うち介護施設だけで
＋約4,000件
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介護従事者の労働災害防止に取り組む意義
総合的な介護人材確保対策（主な取組）

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

外国人材の受
入れ環境整備

※上記内容は社会局・老健局資料「総合的な介護人材確保対策（主な取組）」で掲げる対策を列挙したもの。

介護従事者の労働災害防止は、介護
業界が直面する様々な問題に直結する
経営上の重要課題

人材不足（新規採用、離職防止、
定着促進）への対応
利用者の災害（事故）、利用者
を巻き込んだ災害（事故）の防止
働き方の質の向上による介護サー
ビスの質の向上（生産性向上）

職員の休業

サービス
低下

利用者の
事故等

過重労働

離職
介護職の
魅力低下

人材不足

生産性低下

事業継続に支障

信頼低下

労働災害
多発
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都道府県（政令市・中核市）の皆様へのお願い事項

4

介護施設における労働災害の防止へのご協力をお願いします

１ 介護施設・介護サービス事業所に対する、現下の労働災害の

発生状況、対策に係るリーフレット、支援策の周知

２ 労働局ごとに設置した介護施設の「協議会」への引き続きの

ご参画

※「協議会」については労働局の健康安全課、安全課又は健康課から個別にご説明・ご
相談しておりますが、改めてご説明が必要な場合は労働局又は厚生労働省労働基準局

安全課（サービス産業・マネジメント班（03-5253-1111（内線5614））へご連絡くだ
さるようお願いいたします）



介護施設で増加する腰痛・転倒災害（労働災害）について

● 労働者の転倒による骨折等の防止
・ 転倒の態様ごとに、転倒の原因とその対策を取りまとめたリーフレット（事業者用、労働者用）の活用

●腰痛等動作による身体の部位の負傷の予防
・「ノーリフトケア」の導入事例等を掲載した「腰痛を防ぐ職場の事例集」の活用

労働災害防止のために介護施設に取り組んでいただきたいこと
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介護施設で増加する腰痛・転倒災害について

● エイジフレンドリー補助金

● 中央労働災害防止協会「中小規模事業場安全衛生サポート事業」

労働災害防止のための行政等による支援策等
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エイジフレンドリー補助金

令和６年度も実施予定（令和５年度分は終了）

エイジフレンドリー補助金は、高年齢労働者のための職場環境の改善に要した費用の一部を
補助します。

次の（１）～（３）すべてに該当する事業者が対象です。
（１）高年齢労働者（60歳以上）を常時１名以上雇用している
（２）次のいずれかに該当する中小企業事業者

※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります

（３）労働保険に加入している

業種 常時使用す
る労働者数

資本金又は
出資の総額

小売業
小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食
サービス業

50人以下
5,000万円
以下

サービス業

医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教
育・学習支援業、情報サービス業、
物品賃貸業、学術研究・専門・技術
サービス業など

100人以下
5,000万円
以下

卸売業 卸売業 100人以下 １億円以下

その他の業種
製造業、建設業、運輸業、農業、林
業、漁業、金融業、保険業など

300人以下 ３億円以下

補助対象：
高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費

補助率： １／２
上限額： １００万円（消費税を含む）

※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇
用状況等を審査の上、交付決定を行います（全て
の申請者に交付されるものではありません）

対象となる事業者 補助金額

リフト、スライディング
シート等を導入し、抱え上
げ作業を抑制

階段には手すりを設
け、可能な限り通路
の段差を解消する

涼しい休憩場所を整
備し、通気性の良い
服装を準備する

解消できない危険箇所
に標識等で注意喚起

例えば戸口に段差があ
る時

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台
の高さや作業対象物の配置を改善する

防滑靴を利用させる
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中小規模事業場安全衛生サポート事業
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